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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

行
政
書
士
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号)

第
十
四
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期

日
に
お
け
る
審
理
を
公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が

行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

行
政
書
士
法
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
四
か
月
の
業
務
の
停
止

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
総
務
部
総
務
学
事
課

(

担
当

法
規
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
八
〇)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

平
成
二
十
八
年
度
後
期
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法

施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
職
種

１

特
級

機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、

半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
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の
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び
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船
水
信
義

弘
前
市
大
字
茂
森
新
町
三
丁

目
三
の
一
二

平
成
二
十
八
年

九
月
九
日
午
前

十
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
議
会
棟
五
階
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会

議
室
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( )

ク
成
形

２

一
級
及
び
二
級

さ
く
井

(

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事
作
業)

、
機
械
検
査

(

機
械
検
査
作
業)

、
電
気
機

器
組
立
て

(

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業)

、
半
導
体
製
品
製
造

(

集
積
回
路
組
立
て
作
業)

、
自

動
販
売
機
調
整

(

自
動
販
売
機
調
整
作
業)

、
空
気
圧
装
置
組
立
て

(

空
気
圧
装
置
組
立
て
作

業)

、
農
業
機
械
整
備

(

農
業
機
械
整
備
作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

(

冷
凍
空
気
調

和
機
器
施
工
作
業)

、
和
裁

(

和
服
製
作
作
業)

、
製
版

(

Ｄ
Ｔ
Ｐ
作
業)

、
菓
子
製
造

(

洋

菓
子
製
造
作
業
、
和
菓
子
製
造
作
業)

、
み
そ
製
造

(

み
そ
製
造
作
業)

、
酒
造

(

清
酒
製
造

作
業)

、
建
築
大
工

(
大
工
工
事
作
業)

、
配
管

(

建
築
配
管
作
業)

、
型
枠
施
工

(

型
枠
工

事
作
業)

、
鉄
筋
施
工

(
鉄
筋
施
工
図
作
成
作
業
、
鉄
筋
組
立
て
作
業)

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧

送
施
工

(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事
作
業)

、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

(

金
属
製
カ
ー
テ
ン

ウ
ォ
ー
ル
工
事
作
業)

、
ガ
ラ
ス
施
工

(
ガ
ラ
ス
工
事
作
業)

、
電
気
製
図

(

配
電
盤
・
制
御

盤
製
図
作
業)

、
塗
装

(

鋼
橋
塗
装
作
業)

３

三
級

機
械
加
工

(

普
通
旋
盤
作
業)

、
機
械
検
査

(
機
械
検
査
作
業)

、
電
子
機
器
組
立
て

(

電

子
機
器
組
立
て
作
業)

、
電
気
機
器
組
立
て

(

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業
、
シ
ー
ケ
ン
ス

制
御
作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

(

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業)

、
和
裁

(

和
服

製
作
作
業)

、
建
築
大
工

(

大
工
工
事
作
業)

、
配
管

(

建
築
配
管
作
業)

４

単
一
等
級

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

(

樹
脂
接
着
剤
注
入
工
事
作
業)

二

実
施
期
日

１

実
技
試
験
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日(

木)

か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
十
二
日(

日)

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

２

学
科
試
験

�

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
二
日

(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

�

一
級
及
び
二
級

機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
ガ
ラ
ス
施
工

�

三
級

電
気
機
器
組
立
て
、
配
管

�

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
九
日

(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

�

特
級

機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

�

一
級
及
び
二
級

さ
く
井
、
自
動
販
売
機
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
み
そ
製

造
、
酒
造
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

�

三
級

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

�

平
成
二
十
九
年
二
月
五
日

(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

�

一
級
及
び
二
級

半
導
体
製
品
製
造
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
和
裁
、
製
版
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、

鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
電
気
製
図
、
塗
装

�

三
級

機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
和
裁
、
建
築
大
工

�

単
一
等
級

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

三

実
施
場
所

１

実
技
試
験
は
、
別
途
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

２

学
科
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
受
検
人
員
に
よ
り
会
場
数
が

増
減
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

青
森
市

弘
前
市

八
戸
市

四

受
検
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
十
月
三
日

(

月)

か
ら
同
月
十
四
日

(

金)

ま
で

五

そ
の
他
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項

１

受
検
申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
配
布
す
る
。

２

受
検
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
大
字
野
尻
字
今
田
四
三
の
一

青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会

３

技
能
検
定
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
、
青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
四
一
五)

又
は
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
一
七
―
七
三
八
―

五
五
六
一)

へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
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( )

四
年
九
月
二
十
八
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可

を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
平
内
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

小
湊
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
滝
一
〇
九
の
二
、
一
〇
九
の
三
及
び
六
九
の
一
並
び
に
同
東

滝
字
間
木
九
七
、
五
六
の
三
、
五
六
の
一
、
八
〇
及
び
三
七
の
三
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
⑧
の
地
点
と
⑨
の
地

点
を
結
ぶ
平
成
二
十
三
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
＋
〇
・
五
三
四
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑨
の
地
点
と
⑩
の
地
点
を
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地

点
と
⑩
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

安
井
崎
灯
台

(

北
緯
四
〇
度
五
七
分
三
九
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
八
分
五
一
秒)

か
ら
一
六
九
度
三
六
分
二
二
秒

五
三
九
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
八
二
度
〇
四
分
〇
一
秒

一
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
七
二
度
〇
二
分
二
六
秒

九
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
一
四
分
一
一
秒

一
四
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
二
九
分
一
一
秒

一
六
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
度
二
四
分
二
三
秒

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
〇
四
分
〇
五
秒

二
一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
七
九
度
四
三
分
四
七
秒

一
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
〇
二
分
二
八
秒

五
〇
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
六
二
度
四
九
分
五
四
秒

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
六
一
六
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

四
年
九
月
二
十
八
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可

を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
平
内
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

小
湊
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町
長

船
橋

茂
久

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
滝
一
〇
九
の
二
並
び
に
同
東
滝
字
間
木
八
〇
及
び
三
七
の
三

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
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⑤
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
三
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
＋
〇
・
五
三
四
メ
ー

ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
次
の
各
地
点

の
う
ち
⑥
の
地
点
か
ら
⑭
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑥
の
地
点
と
⑭
の
地
点
を
結

ぶ
平
成
二
十
三
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
＋
〇
・
五
三
四
メ
ー
ト
ル)

に
お
け

る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

安
井
埼
灯
台

(

北
緯
四
〇
度
五
七
分
三
九
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
八
分
五
一
秒)

か
ら
一
七
〇
度
〇
六
分
五
一
秒

五
三
九
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら

八
一
度
五
四
分
三
二
秒

四
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら

一
七
一
度
五
五
分
五
〇
秒

一
三
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら

二
六
三
度
〇
一
分
〇
七
秒

五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら

三
五
六
度
二
七
分
四
六
秒

五
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

安
井
埼
灯
台

(

北
緯
四
〇
度
五
七
分
三
九
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
八
分
五
一
秒)

か
ら
一
七
〇
度
一
九
分
〇
六
秒

六
〇
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら

七
九
度
三
五
分
一
三
秒

四
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら

一
七
二
度
〇
四
分
〇
五
秒

二
一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら

二
〇
四
度
二
四
分
二
三
秒

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら

二
九
四
度
四
一
分
四
二
秒

五
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら

二
〇
度
四
二
分
四
三
秒

二
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら

一
七
度
四
五
分
五
一
秒

三
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら

一
〇
度
五
三
分
五
四
秒

四
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら

三
度
四
六
分
一
六
秒

四
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
三
〇
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
申
請

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課
に
お

い
て
こ
の
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農

用
地
利
用
配
分
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

土

地

認

可

申
請
日

杉
田
政
�

青
森
市
大
字
奥
内
字
宮
田

七
〇
の
二

青
森
市
大
字
奥
内
字
宮
田
六
一

八
の
一
ほ
か
八
筆

平
成

��

･

�･

��

飯
塚
仁

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬

一
五
七
の
一
四

青
森
市
大
字
金
浜
字
船
岡
三
八

一
の
一
ほ
か
七
筆

〃

村
川
武
五
郎

青
森
市
大
字
内
真
部
字
岸

田
三

青
森
市
大
字
清
水
字
川
瀬
一
〇

〇
ほ
か
二
筆

〃

佐
々
木
春
治

青
森
市
大
字
後
潟
字
平
野

三

青
森
市
大
字
後
潟
字
平
野
六
三

〇

〃

工
藤
隆
弘

青
森
市
大
字
羽
白
字
富
田

一
六
八
の
二
六

青
森
市
大
字
羽
白
字
富
田
二
三

五
の
三
ほ
か
四
筆

〃

野
沢
一
平

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬

一
二
一
の
二

青
森
市
大
字
金
浜
字
伊
吹
二
六

二
ほ
か
九
筆

〃

農
事
組
合
法
人

野
村
園
芸
農
場

三
戸
郡
五
戸
町
字
虫
追
塚

前
二
二
の
二

十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
大
窪

八
五
の
一

〃

宮
古
義
美

三
沢
市
織
笠
四
丁
目
二
六

五
七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
六
七

四
二
の
一
ほ
か
四
筆

〃

宮
古
隆

三
沢
市
織
笠
二
丁
目
二
五

五
八

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
一
五

三
四

〃

宮
古
秋
雄

三
沢
市
織
笠
三
丁
目
一
二

〇
七
の
二

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
八
三

四
の
一

〃

阿
部
伸
義

む
つ
市
並
川
町
一
六
の
六

む
つ
市
大
畑
町
中
川
原
八
〇
の

一

〃

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
田

茂
木
字
家
岸
二
〇

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川

字
金
附
一
一
四

〃

小
野
一
男

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
館

野
越
字
橋
元
二
八

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井
字

滝
袋
九
七
の
一

〃
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村
山
玲
央

上
北
郡
野
辺
地
町
字
明
前

一
八
の
一

上
北
郡
野
辺
地
町
字
明
前
六
一

の
一
ほ
か
一
筆

〃

田
頭
良
子

上
北
郡
七
戸
町
字
野
崎
二

四
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
野
崎
狐
久
保

一
〇
六
の
九
四
の
う
ち

〃

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町
字
原
久
保

三
二

上
北
郡
七
戸
町
字
野
崎
狐
久
保

三
五
四

〃

天
間
一
博

上
北
郡
七
戸
町
字
中
野
七

七
の
一
二

上
北
郡
七
戸
町
字
根
間
手
一
〇

六

〃

鶴
ヶ
�
薫

上
北
郡
東
北
町
字
横
志
多

四
の
四

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
天

ケ
森
二
〇
の
一
ほ
か
一
筆

〃

久
保
田
智

上
北
郡
東
北
町
字
萠
出
道

ノ
上
五
六

上
北
郡
東
北
町
字
切
左
坂
道
ノ

下
六
五
の
三
六
ほ
か
一
筆

〃

久
保
田
智

上
北
郡
東
北
町
字
萠
出
道

ノ
上
五
六

上
北
郡
東
北
町
字
切
左
坂
道
ノ

下
一
六
四
ほ
か
一
筆

〃

有
限
会
社
大
森

カ
ウ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉

内
字
芋
ケ
崎
七
七
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字

猿
子
沢
一
四
九

〃

沼
端
務

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
後

谷
地
七
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
下
谷
地

四
六
〇
の
二

〃

竹
ヶ
原
正
克

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
四
丁
目
七
三
の
二
九
五

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
平
六
一

八

〃

竹
ヶ
原
正
克

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
四
丁
目
七
三
の
二
九
五

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
浜
道
七
〇

九
ほ
か
一
筆

〃

田
中
松
男

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
三
丁
目
七
三
の
九
七

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
平
二
四

〇
八

〃

谷
川
悟

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
一
丁
目
七
三
の
八
〇
九

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
平
一
一

七
六
ほ
か
一
筆

〃

山
崎
賢
造

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
洗
平

三
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
瓢
三
一
〇

〃

袴
田
精
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
南
下

田
二
五
の
二
〇

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
赤
田
前
六

七
ほ
か
二
筆

〃

三
浦
千
代
治

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
後

谷
地
六
七

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
沼
端
二
二

二
ほ
か
十
二
筆

〃

沼
端
務

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
後

谷
地
七
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
下
谷
地

三
五
一
の
一

〃

川
村
と
よ

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
新
井

田
六
六
の
二

三
戸
郡
五
戸
町
字
太
平
楽
三
〇

の
一
の
う
ち

〃

農
事
組
合
法
人

野
村
園
芸
農
場

三
戸
郡
五
戸
町
字
虫
追
塚

前
二
二
の
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢

字
石
沢
後
二
ほ
か
四
筆

〃

農
事
組
合
法
人

野
村
園
芸
農
場

三
戸
郡
五
戸
町
字
虫
追
塚

前
二
二
の
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字

大
久
木
沢
尻
一
三
五
ほ
か
八
筆

〃

赤
野
義
和

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米

字
天
間
屋
敷
二
五
の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口
字
下

モ
川
原
五
四
ほ
か
一
筆

〃

内
沢
一
好

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

野
面
八
一
の
三

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
飯
豊

平
三
〇
ほ
か
一
筆

〃

佐
藤
新
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

飯
豊
四
四
の
三

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
飯
豊

平
一
八
の
一

〃

大
石
輝
雄

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀

字
道
地
二
九
の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
林
ノ

渡
三
八
の
一

〃

梅
内
操

三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口

字
山
口
三

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
清
水

二
一

〃

木
野
宮
正
子

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米

字
天
間
屋
敷
三
〇

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
獅
々

内
八

〃

中
村
邦
之

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

原
六
二
の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
四
日

市
川
原
二
六
ほ
か
一
筆

〃

佐
藤
一
夫

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

四
十
渡
七
二

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
林
ノ

渡
二
四
の
一
ほ
か
一
筆

〃

中
村
登

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

飯
豊
七
五

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
上
ミ

川
原
一
四

〃

佐
藤
登

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

飯
豊
平
四
四
の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
飯
豊

平
一
二
の
一

〃

石
井
重
幸

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

原
六
三

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
林
ノ

渡
一
〇
四
の
一

〃

飯
豊
武
雄

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

飯
豊
六
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
林
ノ

渡
一
三
一

〃

白
板
文
雄

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

原
五
六

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
道
ノ

下
一
二
ほ
か
八
筆

〃



( )

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弘
前
広
域
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す

る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(
平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
八
年
十
月
十
六
日

午
後
一
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

青
森
県
弘
前
合
同
庁
舎

別
館
三
階
Ａ
会
議
室

弘
前
市
大
字
蔵
主
町
四

三

案
件

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画

変
更
案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
弘
前
市
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

弘
前
市
都
市
環
境
部
都
市
政
策
課

弘
前
市
大
字
上
白
銀
一
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要
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中
村
邦
之

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字

原
六
二
の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
四
日

市
川
原
三
九

〃

大
橋
佑
介

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

字
金
ケ
沢
板
ノ
下
一
の
一

一

金
ケ
沢
東
団
地
七
号

棟

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
鳶

沢
一
三
の
一

〃

弘
前
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
20号
紺
屋
町
野
田
線
を
以
下
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路

３
・
４
・
20
紺
屋
町
野
田
線

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
弘
前
市
大
字
和
徳

町
弘
前
市
大
字
亀

甲
町

約
1,980ｍ

地
表
式

２
車
線

16ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差６
箇
所

車
線
数
の
内
訳

４
車
線

約
280ｍ

２
車
線

約
1,700ｍ



( )

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

弘
前
市
都
市
環
境
部
都
市
政
策
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

蒔
苗
工
業

二

氏
名

蒔
苗

博
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
小
幡
字
柳
田
九
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
六)

第
一
七
〇
七
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
内
山

二

代
表
者
の
氏
名

内
山

賢
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
新
堤
向
六
一
の
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
〇
七
六
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
里
村
・
建
築
・
工
房

二

代
表
者
の
氏
名

里
村

喜
美
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
法
量
字
中
里
一
二
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
五
〇
〇
三
八
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
、
鋼
構

造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の

事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十

九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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